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第３章 グリーン分野の成長

２．カーボンプライシング
カーボンプライシングなどの市場メカニズムを用いる経済的手法は、産業の競争力強化やイノベーション、
投資促進につながるよう、成長に資するものについて躊躇なく取り組む。
国際的に、民間主導でのクレジット売買市場の拡大の動きが加速化していることも踏まえて、我が国にお
ける炭素削減価値が取引できる市場（クレジット市場）の厚みが増すような具体策を講じて、気候変動対
策を先駆的に行う企業のニーズに早急に答えていく。
具体的には、足下で、Ｊクレジットや非化石証書などの炭素削減価値を有するクレジットに対する企業
ニーズが高まっている情勢に鑑み、まずは、これらのクレジットに係る既存制度を見直し、自主的かつ市場
ベースでのカーボンプライシングを促進する。
その上で、炭素税や排出量取引については、負担の在り方にも考慮しつつ、プライシングと財源効果両
面で投資の促進につながり、成長に資する制度設計ができるかどうか、専門的・技術的な議論を進める。
その際、現下の経済情勢や代替手段の有無等、国際的な動向や我が国の事情、先行する自治体の取組、
産業の国際競争力への影響等を踏まえるものとする。
加えて、我が国は、自由貿易の旗手としての指導力を存分に発揮しつつ、これと温暖化対策を両立する
公正な国際ルールづくりを主導する。その際、炭素国境調整措置に関する我が国としての基本的考え方を
整理した上で、EU等の議論の動向にも注視し、戦略的に対応する。

左側右端

成長戦略実行計画（令和３年６月18日閣議決定）（抄）
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第２章 次なる時代をリードする新たな成長の源泉 ～４つの原動力と基盤づくり～

１．グリーン社会の実現

（３）成長に資するカーボンプライシングの活用

市場メカニズムを用いる経済的手法（カーボンプライシング等）は、産業の競争力強化やイノベーショ

ン、投資促進につながるよう、成長戦略に資するものについて、躊躇なく取り組む。

クレジット取引については、企業ニーズの高まりを踏まえ、非化石証書やＪクレジットに係る既存制度を見

直し、自主的かつ市場ベースでのカーボンプライシングを促進する。その上で、炭素税や排出量取引につ

いては、負担の在り方にも考慮しつつ、プライシングと財源効果両面で投資の促進につながり、成長に資

する制度設計ができるかどうか、専門的・技術的な議論を進める。国境調整措置については、我が国の基

本的考えを整理した上で、戦略的に対応する。

「経済財政運営と改革の基本方針2021」におけるカーボンプライシングに関する記載

左側右端

経済財政運営と改革の基本方針2021（令和３年６月18日閣議決定）（抄）
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３．分野横断的な主要な政策ツール

（４）規制改革・標準化

③ 市場メカニズムを用いる経済的手法（カーボンプライシング等）

市場メカニズムを用いる経済的手法（カーボンプライシング等）は、産業の競争力強化やイノベーショ

ン、投資促進につながるよう、成長に資するものについて、躊躇なく取り組む。検討に当たっては、総理指

示の下、経済産業省、環境省が連携して取り組むこととしており、成長戦略の趣旨に則った制度を設計し

得るか、マクロ経済・気候変動対策の状況や、脱炭素に向けた代替技術の開発状況等を考慮した適切

な時間軸を設定する観点から、検討を進める。

また、足下で、J-クレジットや非化石証書等の炭素削減価値を有するクレジットに対する企業ニーズが高

まっている情勢に鑑み、まずは、これらのクレジットに係る既存制度を見直し、自主的かつ市場ベースでの

カーボンプライシングを促進するとともに、引き続き、炭素税や排出量取引については、負担の在り方にも

考慮しつつ、プライシングと財源効果両面で投資の促進につながり、成長に資する制度設計ができるかど

うか、専門的・技術的な議論を進める。その際、国際的な動向や多くの企業が脱炭素化に意欲的に取り

組んでいることも含めた我が国の事情、先行する自治体の取組、企業の研究開発や設備投資への影響も

含めた産業の国際競争力への影響等を踏まえた専門的・技術的な議論が必要である。

「グリーン成長戦略」におけるカーボンプライシングに関する記載①

左側右端

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（令和３年６月18日）（抄）
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（ⅰ）クレジット取引

政府が上限を決める排出量取引は、制度設計次第ではCO2 排出総量削減が進むなどの利点があ

る一方で、経済成長を踏まえた排出量の割当て方法の在り方などの課題が存在していることを踏まえつ

つ、引き続き、専門的・技術的に議論を進める。

自主的なクレジット取引に関しては、日本でも、民間企業がESG 投資を呼び込むためにカーボンフリー電

気を調達する動きに併せ、小売電気事業者に一定比率以上のカーボンフリー電源の調達を義務付けた上

で、カーボンフリー価値の取引市場や、J-クレジットによる取引市場を整備しており、更なる強化を検討する。

具体的には、

①カーボンフリー価値として、再エネ・原子力だけでなく、水素・アンモニアを対象に追加することを検討する。

②カーボンフリー価値を自動車・半導体等の製造業を始めとした最終需要家が調達しやすくなるよう、取

引市場の在り方の見直しを検討していく。2021 年3 月、経済産業省の制度検討作業部会で、需

要家が市場取引に参加できる形での、再エネ価値の取引市場を新たに創設することを提起し、引き続

き、検討を進める。

③ J-クレジットにおいては、森林経営・植林由来や中小企業等の省エネ・再エネ設備の導入、国等の補

助事業に伴う環境価値のクレジット化の推進、水素・アンモニア・CCUS／カーボンリサイクル等、新たな

技術によるクレジット創出の検討等を通じ、質を確保しながら供給を拡大する。また、企業や、政府、

自治体でのオフセットでの活用による需要拡大を図る。

④ J-クレジットの永続性の確保や利便性確保のためのデジタル化の推進、非化石証書等の他の類似制

度との連携、自治体との連携等の制度環境整備の検討を進める。

「グリーン成長戦略」におけるカーボンプライシングに関する記載②

左側右端
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（ii）炭素税

炭素税は、価格が一律に定まるため、事業活動への影響等について予見可能性が高いといった利点

がある一方、企業の現預金を活用した投資を促すという今回の成長戦略の趣旨との関係や、排出抑制

効果の不確実性などの課題が存在しており、日本が既に導入済である「地球温暖化対策のための税」や、

その他のエネルギー諸税、FIT 賦課金等の負担も踏まえつつ、引き続き専門的・技術的に議論を進める。

（iii）国境調整措置

国境調整措置は、国際的なカーボンリーケージ防止の観点から、欧州で検討されている。

多排出産業を中心に、温暖化対策に消極的な国との貿易における国際的な競争上の公平性を図り、

カーボンリーケージを防止するべく、以下の「炭素国境調整措置に関する基本的な考え方」に基づき、欧米

等各国の動向を注視しつつ、引き続き必要な対応を検討していく。

＜炭素国境調整措置に関する基本的な考え方＞

（省略）

「グリーン成長戦略」におけるカーボンプライシングに関する記載③

左側右端
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第３章 目標達成のための対策・施策

第２節 地球温暖化対策・施策

２．分野横断的な施策

（２）その他の関連する分野横断的な施策

(e) 成長に資するカーボンプライシング

事業活動や消費活動から排出される二酸化炭素に価格を付ける政策手法である「カーボンプライシング」には、

炭素税やキャップアンドトレード型の国内排出量取引だけでなく、非化石価値取引市場、Ｊ－クレジット制度や

JCMといった自主的なものも含むクレジット取引、企業内で独自に二酸化炭素排出量に価格を付け投資判断等

に活用するインターナル・カーボンプライシングなど、様々な種類の仕組みが存在する。また、気候変動対策が不十

分な国からの輸入品に対して調整措置を講ずる政策手法として、炭素国境調整措置がEU等の一部の国・地域

で検討されている。

カーボンプライシングなどの市場メカニズムを用いる経済的手法は、産業の競争力強化やイノベーション、投資促

進につながるよう、成長に資するものについて躊躇なく取り組む。この点、2020年12月の菅内閣総理大臣の指示

の下、現在、環境省及び経済産業省において、成長に資するカーボンプライシングの検討に連携して取り組んでい

るところである。今後も、成長戦略の趣旨にのっとった制度を設計し得るかについて、マクロ経済・気候変動対策の

状況や脱炭素に向けた代替技術の開発状況等を考慮した適切な時間軸を設定する観点や、国際的な動向や

多くの企業が脱炭素化に意欲的に取り組んでいることも含めた我が国の事情、企業の研究開発や設備投資への

影響も含めた産業の国際競争力への影響等を踏まえた専門的・技術的な議論を進める。

「地球温暖化対策計画」におけるカーボンプライシングに関する記載①

左側右端
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○Ｊ－クレジット制度の活性化

Ｊ－クレジット制度は、信頼性・質の高いクレジット制度として認知されており、2050年カーボンニュートラルの実

現を目指す上でも必要な制度である。2030年度以降も活用可能な制度として継続性を確保するとともに、今後

も、国内の多様な主体による省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの活用等による排出削減対策及び

適切な森林管理による吸収源対策を引き続き積極的に推進していくため、カーボン・オフセットや財・サービスの高

付加価値化等に活用できるクレジットを認証するＪ－クレジット制度の更なる活性化を図る。

具体的には、カーボンニュートラルの実現に向けて、ますますその重要性が高まっている炭素除去・吸収系のクレ

ジットの創出を促進するため、森林の所有者や管理主体への制度活用の働きかけやモニタリング簡素化等の見直

しを進め、森林経営活動等を通じた森林由来のクレジット創出拡大を図る。

また、個人や中小企業等の省エネルギー・再生可能エネルギー設備の導入に伴い生じる環境価値のクレジット化

を進めるため、国等の補助事業の更なる活用や、省エネルギー機器等を導入する様々な中小企業や個人の温室

効果ガス削減活動を省エネルギー機器メーカー・リース会社・商社等が主体となって一つのプロジェクトとして取りまと

めることを促進する。さらに、水素・アンモニア・CCUS等新たな技術によるクレジット創出の検討等を通じ、質を確保

しながら供給を拡大する。こうした供給面の拡大と併せて、企業、政府、地方公共団体でのオフセットでの活用によ

る需要拡大を行う。具体的には、国際航空業界のオフセットスキーム（CORSIA）での活用を検討するとともに、

ゼロカーボンシティや「地域循環共生圏」の実現を目指す地方公共団体と連携し、需要を拡大する。あわせて、技

術や事業環境の進展等を踏まえ、方法論の改訂や新規策定等、制度の信頼性を維持した範囲での認証対象の

見直しを進めるとともに、利便性確保のためのデジタル化推進、非化石証書等の他の類似制度との連携、制度の

周知活動強化等の制度環境整備の検討を進める。さらに、炭素削減価値に着目した市場ベースでの自主的な

取引の活性化に向けた枠組みを検討する。

「地球温暖化対策計画」におけるカーボンプライシングに関する記載②

左側右端
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○二国間クレジット制度（JCM）の推進

相手国のニーズを深く理解した上で、優れた脱炭素技術等の普及等を通じて排出削減・吸収を実施することは、

相手国のみならず我が国も含めた双方の脱炭素社会への移行、経済と環境の好循環に貢献することができる。

このため、脱炭素技術、製品、システム、サービス、インフラ等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排

出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価するとともに、我が国のNDCの達成に活用するため、JCMを構

築・実施していく。これにより、官民連携で2030年度までの累積で１億t-CO2程度の国際的な排出削減・吸収

量を目指す。我が国として獲得したクレジットを我が国のNDC達成のために適切にカウントする。

引き続き、JCMプロジェクトの登録及びクレジット発行等の測定、報告及び検証（MRV：Measurement, 

Reporting, and Verification）の適切な運用を行っていくとともに、都市間連携や地域的な連携の強化、民

間を含めた多様な資金の活用によるビジネス主導の国際展開、様々な側面から脱炭素化に貢献するためのプロ

ジェクトの多様化・大規模化等を通じて本制度を促進していく。また、国内制度の適切な運用、新エネルギー・産

業技術総合開発機構（NEDO）や国際協力機構（JICA）、国際協力銀行（JBIC）、日本貿易保険

（NEXI）、アジア開発銀行（ADB）、世界銀行（WB）、国際連合工業開発機関（UNIDO）、国際農林

水産業研究センター（JIRCAS）などの関係機関・国際機関との連携も含めた更なる技術実証支援及びプロジェ

クト形成のための支援等を行う。また、パリ協定及び関連する決定文書並びにJCMに係る二国間文書及び同文

書に基づき設置される合同委員会において採択される規則及びガイドライン類を踏まえた我が国におけるJCMの実

施のため、JCM実施担当省においてJCM推進・活用会議を立ち上げる。JCM推進・活用会議は、JCMクレジット

に係るパリ協定締約国としての承認、二重計上防止のための相当調整の適用方法の決定及びJCM実施要綱の

改訂等に関する業務を遂行する。

「地球温暖化対策計画」におけるカーボンプライシングに関する記載③

左側右端
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（非化石価値取引市場）

高度化法に基づき、対象となる小売電気事業者には自社の小売供給に占める非化石電源調達比率の目標を

定めている。非化石価値取引市場は、非化石電源由来の電気が有する環境価値を顕在化して、「非化石証書」

として取引可能とすることで、小売電気事業者の非化石電源へのアクセス環境を改善させるものであり、当該市場

等を通じて「非化石証書」を調達することにより調達目標を達成できる。現行制度上、非化石証書の購入主体は

小売電気事業者に限定されており、需要家は小売電気事業者から非化石証書付きの電力メニューを購入するこ

とにより、カーボンフリーな電力の調達が可能となっている。

他方、2020年10月の2050年カーボンニュートラル宣言や、世界的な環境配慮への取組として製造業を中心

に企業のライフサイクル全体における消費電力の再生可能エネルギー化・脱炭素化への機運も高まっている。このた

め、カーボンフリー電力の需要家の調達環境をより円滑にするため、高度化法に伴う小売電気事業者の調達目標

環境は維持した上で、需要家の証書の直接購入を可能にする環境整備や、RE100に活用可能なトラッキング付

証書の大幅な増加などを通じた利便性の向上に向け、グローバルに通用する形で取引できる再生可能エネルギー

価値取引市場の創設を含めた非化石価値取引市場の制度全体の見直しを行う。

（炭素税）

炭素税は、価格が一律に定まるため、事業活動への影響等について予見可能性が高いといった利点がある一方、

企業の現預金を活用した投資を促すという今回の成長戦略の趣旨との関係や、排出削減効果の不確実性などの

課題が存在している。我が国が既に導入済みである「地球温暖化対策のための税」や、その他のエネルギー諸税、

FIT賦課金等の負担も踏まえつつ、引き続き専門的・技術的に議論を進める。

「地球温暖化対策計画」におけるカーボンプライシングに関する記載④

左側右端
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（キャップアンドトレード型の国内排出量取引制度）

政府が上限を定める排出量取引は、制度設計次第では確実性をもって二酸化炭素排出総量削減を実現でき

ること等の利点がある一方で、経済成長を踏まえた排出量の割当方法の在り方等の課題が存在していることを踏

まえつつ、引き続き、専門的・技術的に議論を進める。

（炭素国境調整措置）

諸外国の検討状況や議論の動向を注視しつつ、国内の成長に資するカーボンプライシングの検討と並行しながら、

以下の対応を進める。

①炭素国境調整措置は、WTOルールと整合的な制度設計であることが前提であり、諸外国の検討状況も注視

しながら対応について検討する。

②製品単位当たりの炭素排出量について、正確性と実施可能性の観点からバランスのとれた、国際的に信頼性

の高い計測・評価手法の国際的なルール策定・適用を主導する（例：ISOの策定）。

③また、各国が有する関連するデータの透明性を確保することを促す。

④我が国及び炭素国境調整措置を導入する国において、対象となる製品に生じている炭素コストを検証する。

⑤炭素国境調整措置導入の妥当性やその制度の在り方について、カーボンリーケージ防止や公平な競争条件

確保の観点から立場を同じくする国々と連携して対応する。

「地球温暖化対策計画」におけるカーボンプライシングに関する記載⑤

左側右端

11



(f) 税制のグリーン化及び地球温暖化対策税の有効活用

環境関連税制等のグリーン化については、2050年カーボンニュートラルのための重要な施策である。このため、環

境関連税制等の環境効果等について、諸外国の状況を含め、総合的・体系的に調査・分析を行うなど、地球温

暖化対策に取り組む。

2012年10月から施行されている地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例の税収を活用して、各省

が連携して縦割りを排しつつ、事業の特性に応じて費用対効果の高い施策に重点化するなど、ワイズスペンディング

を強化しながら、省エネルギー対策、再生可能エネルギー普及、化石燃料のクリーン化・効率化などのエネルギー起

源二酸化炭素排出削減の諸施策を着実に実施していく。

「地球温暖化対策計画」におけるカーボンプライシングに関する記載⑥

左側右端
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第３章：重点的に取り組む横断的施策

７．成長に資するカーボンプライシング

カーボンプライシングなどの市場メカニズムを用いる経済的手法は、産業の競争力強化やイノベーション、投資促

進につながるよう、成長に資するものについて躊躇なく取り組む。

国際的に、民間主導でのクレジット売買市場の拡大の動きが加速化していることも踏まえて、我が国における炭

素削減価値が取引できる市場（クレジット市場）の厚みが増すような具体策を講じて、気候変動対策を先駆的

に行う企業のニーズに早急に応えていく。

具体的には、足下で、Ｊ－クレジットや非化石証書などの炭素削減価値を有するクレジットに対する企業ニーズ

が高まっている情勢に鑑み、まずは、これらのクレジットに係る既存制度を見直し、自主的かつ市場ベースでのカーボ

ンプライシングを促進する。

その上で、炭素税や排出量取引については、負担の在り方にも考慮しつつ、プライシングと財源効果両面で投資

の促進につながり、成長に資する制度設計ができるかどうか、専門的・技術的な議論を進める。その際、現下の経

済情勢や代替手段の有無等、国際的な動向や我が国の事情、先行する地方公共団体の取組、産業の国際競

争力への影響等を踏まえるものとする。

加えて、我が国は、自由貿易の旗手としての指導力を存分に発揮しつつ、これと温暖化対策を両立する公正な

国際ルールづくりを主導する。その際、炭素国境調整措置に関する我が国としての基本的考え方を整理した上で、

EU等の議論の動向にも注視し、戦略的に対応する。

「長期戦略」におけるカーボンプライシングに関する記載

左側右端
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２．どのようにカーボンニュートラルの実現に取り組むか

（１）需要・供給両面からのアプローチ

新たに我が国が設定した目標である 2050 年カーボンニュートラル、2030年度の温室効果ガス 46％削減、さ

らに 50％の高みに向けて挑戦を続けていくことは、非常に意欲的な目標であり、これまでの延長線上の取組を続け

るだけでは到底達成できない。供給サイドのアプローチを強化することは言うまでもなく、需要サイドからのアプローチも

積極的に展開して、社会全体が一体となって取り組まなければならない。また、2050 年目標の達成には革新的

なイノベーションの実現と社会実装を進めていく必要がある一方、2030 年度目標達成までは 10 年も残されてい

ないことから、目標達成に間に合うよう計画的かつスピード感をもって、既存の技術等を総動員して取り組んでいく

必要がある。

個人が脱炭素に価値を置き、脱炭素化したライフスタイルを選好すれば、また、投資家がカーボンニュートラルを重

視した投資を行えば、それに応じて企業行動は大きく変化する。政府の規制やインセンティブ措置をうまく組み合わ

せて、社会の意識や仕組みを変化させることによって、「成長にはカーボンニュートラルへの取組が必須」という仕掛け

を強化し、経済社会を根底から変革させるグリーン・トランスフォーメーションを進めていくべきである。

この仕掛けの一つに、炭素に価格をつけ、経済的なインセンティブによって排出者の行動を変容させる手法として

カーボンプライシングがあり、諸外国では導入が進んでいる。炭素税、排出量取引やカーボンクレジット取引等の形

態が存在するが、うまく活用することで価格シグナルによってイノベーションを刺激することが期待できる。また、炭素税

などの形で政府収入があれば、それを脱炭素社会への移行に必要な費用の財源として活用することも可能となる。

我が国の削減目標の達成と経済の成長を両立させながら、企業にいち早く脱炭素化に向けた事業変革とイノベー

ションを促すインセンティブとなるような仕掛けを早期に具体化すべきである。

「気候変動対策推進のための有識者会議 報告書」におけるカーボンプライシングに関する記載

左側右端

気候変動対策推進のための有識者会議 報告書（令和３年10月）（抄）
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